
●
国
際
共
同
開
発
の
助
成
に 

      

関
す
る
基
準 

                                     

昭
和
六
十
一
年
六
月
十
七
日 

                         
 
 
 
    

通
商
産
業
省
告
示
第
二
百
二
十
号 

       
  

  

改
正 

平
成
八
年
九
月
四
日 

通
商
産
業
省
告
示
第
四
百
十
六
号 

 
 

改
正 

平
成
十
二
年
八
月
二
十
八
日 

通
商
産
業
省
告
示
第
五
百
二
十
三
号 

 
 
 

改
正 

平
成
十
六
年
十
一
月
三
十
日 

経
済
産
業
省
告
示
第
四
百
二
十
号 

改
正 

平
成
二
十
一
年
八
月
十
七
日 

経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
六
十
七
号 

   

航
空
機
工
業
振
興
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
五
十
号
）
第
五
条
第
一
号
の

基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

  
 
 

国
際
共
同
開
発
の
助
成
に
関
す
る
基
準 

  

指
定
開
発
促
進
機
関
が
行
う
開
発
助
成
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
国
際
共
同
開

発
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

航
空
機
工
業
振
興
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
開
発
事
業
者
に
対
す
る
国

際
共
同
開
発
に
関
す
る
基
本
的
な
指
針
（
以
下
「
指
針
」
と
い
う
。
）Ⅱ

に
掲

げ
る
種
類
（
平
成
十
七
年
四
月
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
十
一
号
（
以
下
「
平

成
十
七
年
四
月
告
示
」
と
い
う
。
）Ⅱ

に
掲
げ
る
も
の
を
含
む
。
）
に
属
す
る

航
空
機
等
の
国
際
共
同
開
発
で
あ
る
こ
と
。 

 

二 

指
針Ⅲ

に
定
め
る
技
術
上
の
目
標
（
平
成
十
七
年
四
月
告
示Ⅲ

に
掲
げ
る
も

の
を
含
む
。
）
の
達
成
が
見
込
ま
れ
る
航
空
機
等
の
国
際
共
同
開
発
で
あ
る
こ

と
。 

 

三 

指
針Ⅳ

に
定
め
る
重
要
事
項
に
即
し
た
航
空
機
等
の
国
際
共
同
開
発
で
あ
る

 

こ
と
。 

 

四 

産
業
の
技
術
の
向
上
及
び
国
際
交
流
の
進
展
に
相
当
程
度
寄
与
す
る
国
際
共

 

同
開
発
で
あ
る
こ
と
。 

 

五 

開
発
に
伴
う
リ
ス
ク
が
大
き
く
、
か
つ
、
航
空
機
工
業
振
興
法
第
五
条
に
規
定
す

る
開
発
助
成
金
の
交
付
に
よ
り
同
法
第
八
条
の
納
付
金
の
納
付
を
見
込
む
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
な
る
国
際
共
同
開
発
で
あ
る
こ
と
。 


